
号

外

一�
令

和

五

年
十
二
月
二
十
七
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

同

)

九

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
(

同

)

九

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

九

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

一
二

規

則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
一
号

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐

阜
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
１
(第
２
条
関
係
)

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )２



｢

別
表
第
三
の
二
中

｢を

｣

｢

に
、

｣

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

54 49
58 53

54 50
59 54

54 50
59 54

55 50
59 55

55 51
59 55 46

55 51
56 46

55 51
56 47

55 52 45
56 47

52 46
56 48

52 46
56 48

18 52 46
57 49

19 52 47
57 49

20 53 47
57 50

21 53 47
57 50

21 53 48
57 51

22 53 48
58 51

22 53 48
58 52

23 54 49
58 52

23 54 49
58 53



｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢

に
、

｣

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

及
び

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
号)

の
規
定
は
、

令
和
五
年
四
月
一
日(

以
下｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

か
ら
適
用
す
る
。

(
経
過
措
置)

２

適
用
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

次
項
に
お
い
て｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤

務
条
件
に
関
す
る
規
則(

以
下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
り
、
新
た
に
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
技
能
職
員
等
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
そ
の
受
け
る
号
給

に
異
動
の
あ
っ
た
技
能
職
員
等
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正
前
の
規
則
の

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )４

71 67 63 55 38 24
67 61 55 39

71 68 63 56 39
67 62 55 40

71 68 64 56 40
67 62 56 41 17

71 68 64 56 41
67 62 56 41 18

68 64 57 42
67 63 56 42 18

68 65 57 43
67 63 57 49 42 19

68 65 58
67 63 57 50 43 19

69 65 58
67 64 57 50 43 20

69 65 59 50
67 64 58 51 44 20

69 65 59 51
67 64 58 51 21

69 66 60 52
67 65 58 52 22

69 66 60 53 33
67 65 59 52 23

69 66 61 53 34
67 65 59 53

70 66 61 53 34
67 65 59 53

70 66 61 54 35
67 66 60 53 34

70 67 62 54 35
67 66 60 54 35

70 67 62 54 36
67 66 60 54 36

70 67 62 55 36
67 66 61 54 37

70 67 63 55 37
67 67 61 55 38

36 27 11
38 34 67

36 28 12
38 34

36 12
38 35

36 13
39 35 21 10

36 14
39 35 22 11

37 15
39 36 22 12

37
39 36 23 13

37
36 23 13

37 22
37 24 14

37 33 23
37 24 14

37 34 24
37 25 15

38 34 25
37 25 15

38 34 25
37 26 16

38 34 25
37 26

38 35 26
37 27

38 35 26 9
38 27

38 35 26 10
38

35 27 10
38

36 27 11
38 34



規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
も
の
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と

す
る
。

３

施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
、

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
技
能
職
員
等
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
そ

の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
技
能
職
員
等
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の

均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

給
与
の
内
払)

４

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正)

５

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
別
表
第
２
(附
則
第
３
項
関
係
)

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )６



( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



｢

附
則
別
表
第
三
中

｢を

｣

｢

に
、

｢を

｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )８

｣

103 80 70 62 105 85 76 68

104 81 70 63 106 86 76 69

106 81 71 64 108 87 77 69

108 82 71 64 109 88 77 70

109 83 72 64 110 89 78 70 63

110 84 72 65 111 90 78 70 64

111 85 72 65 112 90 79 71 64

113 86 73 65 114 91 79 71 64

115 87 73 66 115 92 79 71 65

116 88 74 66 93 80 72 65

118 90 75 67 93 80 72 65
59

119 92 76 67 94 81 73 66
60

121 93 77 67 95 81 73 66
60

122 94 78 68 96 82 73 66
60123 95 78 68 98 82 74 67
60124 97 78 68 99 83 74 67

6198 79 69 100 83 75 67

61100 79 69 102 84 75 68

6272 101 80 70 103 85 75 68

78 72 68
118 107 97 88 82 76 72

78 72 68
119 107 98 88 82 77 72

78 73 68
119 108 98 88 82 77 72

78 73 68
120 108 98 89 83 77 73

79 73 69
120 109 99 89 83 77 73

79 73 69
121 110 99 90 83 78 73

80 74 69
122 110 100 90 84 78 73

81 74 69
123 111 100 91 84 78 74

81 74 70
123 111 101 91 84 79 74

81 75 70
124 112 102 91 85 79 74

82 75 70
125 112 102 92 85 79 74

82 75 70
126 113 102 93 85 79 74

82 75 70
126 113 103 94 86 80 75

83 76 71
127 114 104 94 86 80 75

83 76 71
128 115 104 94 86 80 75

83 76 71
129 115 104 95 87 81 75

84 77 71
129 116 105 96 87 81 76

84 77 72
117 106 96 87 81 76

84 77 72
118 106 96 88 82 76



に
改

｣

め
る
。

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
二
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を

定
め
る
規
則

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

令
和
五
年
岐
阜
県
条
例
第

二
十
九
号)

第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
施

行
期
日
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
と
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
三
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

令
和
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)

の
施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
と
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
の
五
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
二
百(｣

を｢

百
分
の
二
百
十(｣

に
、｢

百
分
の
二
百

四
十｣

を｢

百
分
の
二
百
五
十｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
二
百
五｣

を｢

百
分
の
二
百
十
五｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

百
分
の
九
十
五｣

を｢

百
分
の
百｣

に
、｢

百
分
の
百
十
五｣

を｢

百
分

の
百
二
十｣

に
改
め
る
。

付
則
別
表(
備
考
を
除
く
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９

115 103 93 85

115 104 94 85

116 104 95 85

117 105 95 86

117 105 95 86

118 106 96 86

119 107 96 87

119 107 97 87

120 108 97 88

120 108 98 88

121 109 99 88

123 109 99 89

124 110 99 90

124 110 100 91

125 111 101 91

127 112 101 91

128 112 101 92

128 113 102 93

114 103 93



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )10



別
表
第
二(

備
考
を
除
く
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
付
則
別
表
及
び
別
表
第
二
の
規
定
は
令
和
五
年

四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
第
五
十
七
条
の
五
の
規
定
は
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(
昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
第
七
イ
の
表
中

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣
｢を

｣

｢

に
、

｣
｢を

｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )12

38 28
43 34 27

38 29
43 34 27

39 29
44 34 28

39 30
44 35 28

40 30
45 35 29

40 31 22
45 35 29

41 31 23
46 36 29

32 24
46 36 30

32 25
47 36 30 21

33 25
47 37 30 22

33 25
48 31 22

34 26
48 31 23

34 26
49 38 31 23

35 26
49 39 32 24

35 27
49 40 32 24

36 27
49 41 32 25

36 27
50 41 33 25

37 28
50 42 33 26

37 28
50 42 33 26

58 57 54 50 43
32 57 58 55 50

58 57 54 51 44
57 58 55 5132

58 57 55 51 45
57 58 55 5132

58 57 55 51 45
57 58 55 5132 59 57 55 51 46
57 59 55 5132 59 57 55 51 46
57 59 56 52

32 59 55 52 47
57 59 56 52

32 59 56 52 47
58 59 56 52

33 59 56 56 52 48
58 56 52

56 56 52 4833
58 56 53

56 56 52 49 3734
58 55 56 53

56 56 53 49 3834 55 57 53
56 56 53 49 3835 56 57 53
57 56 53 49 39

32 56 57 53
57 56 53 49 39

32 56 57 5431 57 56 53 50 40
32 56 57 54

31 57 57 54 50 40
32 56 57 54

31 57 57 54 50 41
32 56 58 54

31 58 57 54 50 42
32 56 58 54



に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
ロ
の
表
中

｣
｢

｢

を

に
、

｣
｢を

｣

に
、

｣

｢

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
ハ
の
表
中

｢を

｣

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13

16 64 95 31
71 54 94

17 65 95 69 31
71 55 94

18 66 96 70 31
72 56 94

19 67 96 70 31
57 95

20 68 97 71 31
58 95

21 2 69 53 97 71 70 31
59 95

22 3 70 54 98 72 71 32
60 96

23 4 71 54 98 72 72 32
61 96

24 5 55 99 73 73 32
62 96

25 6 55 99 74 74 32
63 97

25 7 56 100 75 75 32
64 97

26 8 56 100 76 76 32
65 98

26 9 57 101 77 77 32
66 98

27 10 58 101 78 77 33
67 99

27 11 59 102 79 78
68 99

28 12 60 102 78
69 100

28 13 61 103 79
69 100

29 14 62 94 79
70 101

29 15 63 94 80
70 93

58 52 46 41 34 29
36 30 23 4

59 52 46 41 35 29
36 31 24 5

59 53 46 41 35 30
36 31 25 6

59 53 47 42 35 30
36 31 25 7

60 53 47 42 36 30
37 32 25 8

60 54 47 42 36 30
37 32 26 9

60 54 47 43 36 31
37 32 26 10

61 54 47 43 37 31
38 33 26 11

61 55 48 43 37 31
38 33 27 12

62 55 48 44 37 31
38 33 27 13

62 55 48 44 38 32
39 33 27 14

63 56 48 44 38 32
39 34 28 15

56 48 45 38 32
39 34 28 16

56 49 45 39 32
40 34 28 17 1

57 49 45 39 33
40 34 29 18 1

57 50 45 39 33
40 35 29 19 1

57 50 45 40 33
41 35 29 20 1

58 51 46 40 34
41 35 30 21 2

58 51 46 40 34
41 35 30 22 3



｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣
｢

に
、

｣｢を

｣｢

に
、

｣

｢を

｣
｢

に
、

｣
｢を

｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )14

45 36
57 54 49 42 57 48 44 41

45 36
58 54 49 42 48 44 41

46 37
58 54 49 43 48 45 41

46 37
58 54 50 43 34 49 45 42

46 38
58 55 50 44 34 50 45 42

47 38
58 55 50 44 35 51 45 42

47 39
58 55 50 45 35 52 45 42

47 39
59 55 51 45 36 53 46 42

48 40
59 56 51 45 36 53 46 42

48 40
56 51 46 37 53 46 43

48 41
56 51 46 37 54 46 43

49 41 33
56 52 46 38 54 46 43

49 42 34
56 52 47 38 54 47 43

49 42 34
56 52 47 39 55 47 43

49 43 34
57 52 47 39 55 47 43

50 43 35
57 53 48 40 55 47 44

50 44 35
57 53 48 40 56 47 44

50 44 35
57 53 48 41 56 48 44

50 45 36
57 53 49 41 56 48 44

34 22 63 29 55 51
21 63 41 23

34 22 63 30 55 51
22 63 42 24

34 23 64 31 56 51
22 63 42 25

34 23 64 32 56 51
22 64 43 26

34 65 33 56 52
23 64 43 27

35 65 34 56 52
23 64 44 28

35 30 65 35 56 52
23 65 29

35 30 66 36 57 52
24 65 30

35 31 66 37 21 57 53
66 31

35 31 66 38 22 57 53
66 32

35 32 17 67 39 22 57 53
67 33

35 32 18 67 40 23 57 53
67 34

36 33 18 67 41 23 58 54
35

36 33 19 68 42 24 58 54
36

36 33 19 43 24 58 54
18 37

33 20 25 58 54
19 61 38

33 20 26 58 55
29 20 62 39

34 21 62 27 55
30 21 62 40

34 21 62 28 55
30 21 62 41 22



に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
ニ
の
表
中

を
｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
ホ
の
表
中

を

｣
｢

｢

に
、

｣

｢を

｣

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15

64 61 53 44 34
35 25 35 30

61 54 44 3465
35 26 35 31

61 54 45 3465
36 26 35 31

61 55 45 3565
36 27 35 31

61 55 46 3565
37 27 35 32

62 56 46 35 2665
37 28 35 32

62 56 47 36 276638 28 32
62 57 47 36 286638 29 33
62 57 48 36 296639 29 33
62 57 48 37 296639 30 33
63 58 49 38 306640 30 33
63 58 49 39 306740 31 33
63 58 50 40 31

6741 31 33
63 59 50 41 31

6741 32 34
63 59 51 41 32

6742 32 34
64 59 51 42 32

6742 33 34
64 60 52 42 33

6843 33 34
64 60 52 43 33

6843 34 34
64 60 53 43 33

44 34 34

58
67 65 56 37 63 60 54 44

59
68 65 56 38 63 60 54 45

59
68 65 57 38 64 60 55 45

60
68 65 58 39 64 61 55 46

60
65 59 39 64 61 56 46

61 38
65 60 40 64 61 56 47

61 53 39
66 61 40 64 61 57 47

61 54 40
66 61 41 64 61 57 48

61 54 41
66 61 41 65 61 57 48

62 54 4166 62 42 65 62 57 49
62 55 4166 62 42 66 62 58 49
62 55 4266 62 43 66 62 58 50
62 55 4266 63 43 67 62 58 50
63 56 4267 63 62 58 51
63 56

4367 63 62 59 51
63 56

4367 64 54 63 59 52
63 57

4367 64 54 63 59 52
64 57

4467 64 55 63 59 53
64 58

67 65 55 63 60 53



に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
ヘ
の
表
中

｢を

｣

｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

｣｢を

｣｢
｢

に
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を

｣
｣

に
改
め
る
。
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｢

別
表
第
七
ト
の
表
中

を

｣

｢

に
、

｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )16

56 53 47 39 31 64
40 33 27

57 53 48 39 32 64
41 33 28

57 53 48 39 32 65
41 34 28

57 53 49 40 32 65
42 34 29

57 53 49 40 32 65
42 35 29

58 54 49 40 33 26 65
43 35 29

58 54 49 41 33 27 66
43 36 29

58 54 50 41 34 28 66
44 36 30

58 54 50 42 34 29 66
44 37 30

59 54 50 42 35 29 66
45 37 30

59 55 50 43 35 29 67
45 37 30

59 55 51 43 36 29 67
45 38 31

59 55 51 44 36 30 67
46 38 31

60 55 51 44 37 30 67
46 38 31

55 51 45 37 30
46 39 31

56 52 45 37 30
47 39 32 25

56 52 46 38 31
47 39 32 26

56 52 46 38 31
47 40 32 26

56 52 47 38 31
48 40 32 27

44
35 19 54 45 45 56 53 48

44
35 19 54 45 46 53 4856

45
36 20 54 46 46 53 4956

45
36 20 54 46 47 53 495646
37 21 46 47 53 495718 46
37 22 47 48 54 49

19 47
38 23 47 48 54 50

20 47
38 47 49 54 5046

21
39 48 50 54 504721
39 30 51 54 504822 53
40 30 54 51

4922 54 41
40 31 55 51

4923 54 42
41 31 42 55 51

23 54 42 50
41 32 42 55 51

24 55 42 50
42 32 43 55 52

55 43 5142 33 43 55 52
43 5143 33 17 44 55 52
43

5243 34 18 53 44 56 52
44

44 34 18 54 45 56 53



｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣｢

別
表
第
七
チ
の
表
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣｢

別
表
第
七
リ
の
表
中

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17

40 35 26 19 53 40 31
19 57 44

41 35 27 19 54 41 32
20 58 45

41 36 27 20 54 41 32
20 58 46

41 36 28 20 54 42 32
20 58 47

41 36 28 21 55 42 33
21 59 48

41 36 29 21 55 43 33
21 59 49

42 37 30 21 55 43 34
22 59 50

42 37 31 22 56 44 34
22 60 51

42 37 32 22 56 44 35
23 60 52

42 38 33 22 56 45 35
23 60 53

42 38 33 23 57 46 36
24 61 53

43 38 33 23 57 47 36
24 54

39 33 23 58 48 37
25 54

39 34 24 58 49 37 29
25 17 55

39 34 24 59 50 38 30
25 18 55

39 34 24 51 38 30
26 18 56

40 34 25 52 39 30
26 18 56

40 35 25 18 53 39 31
26 19 57

40 35 26 18 53 40 31
27 19 57

30 44 38
29 42 40 35 27

30 44 38
29 42 40 35 27

31 45 38
30 42 40 36 28

31 45 39
30 43 40 36 28

45 39
43 40 36 28

26 26 39
25 43 41 36 29

27 26 40
26 43 41 37 30

28 27 40
26 44 41 37 31

29 27 40
26 44 37 32

29 27 41
26 44 38 33

30 27 41
27 44 38 38 33

30 28 42
27 45 38 38 33

31 28 42
27 45 39 38 33

31 28 42
27 45 39 38 34

32 28 42
28 45 40 39 34

32 29 43
28 46 40 39 34

33 29 43
28 41 39 34

33 29 43
28 41 39 35

34 30 44 37
29 41 39 35



｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢
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、

｣
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｣
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｣

｢

別
表
第
七
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｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )18

49 45 62 58 44 34
40 61 40 31

49 45 58 44 35
41 61 41 31

49 45 59 45 35
41 61 41 32

49 46 38 59 45 36
41 61 41 32

50 46 39 59 46 36
42 61 42 33

50 46 40 60 46 37
42 61 42 33

50 46 41 60 47 37
42 62 42 34

50 47 41 60 38
43 62 43 34

50 47 41 60 38
43 62 43 35 25

50 47 42 60 39
43 62 43 35 26

51 47 42 61 39
44 62 36 26

51 48 42 61 40
44 62 36 27

48 43 61 40
44 62 58 37 27

48 43 61 41
45 37 63 58 37 28

48 43 61 41
45 38 63 59 38 28

48 44 62 42
45 38 59 38 29

48 44 62 42
45 39 60 39 29

49 44 62 57 43
46 39 60 39 30

49 45 62 58 43
46 40 61 40 30

71 56 43 39
47 44 39 50 46

72 57 43 39
48 44 40 50 46

73 58 43 40
49 44 40 50 47

73 59 40
50 40 47

74 60 40
51 40 47

74 61 42 40 33
52 41 34 47

75 62 43 40 34
53 41 34 47

75 63 44 41 34
54 41 35 48

76 64 45 41 34
55 41 35 48

65 46 41 35
56 42 36 48

65 47 41 35
57 41 42 36 48

66 48 41 35
58 42 42 37 48

66 49 42 36
59 42 42 37 49

67 50 42 36
60 43 43 37 49

67 51 42 36
61 43 43 38 49

68 52 42 37
62 44 43 38 49

68 53 42 37
63 44 43 38 49

69 54 43 38
64 45 44 39 50

70 55 43 38
65 46 44 39 50



｢

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規

則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由

に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正
前

の
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
る

号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
新
規
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に

よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員(

個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。)

の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

( ) 令和５年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19

92 87 82
93 88 82 65

93 88 83
93 88 83 66

93 88 83
93 89 83 66

93 88 83
94 89 83 67

94 89 83
94 89 83 67

94 89 83
94 89 84 68

94 89 84
94 90 84 68

95 89 84
95 90 84 69

95 90 84
95 90 84 70

95 90 84
95 90 85 71

90 84
95 91 85 72

90 85
96 91 85 73

91 85
91 86 74

91 85
91 86 75

91 86 81
92 86

91 86 82
92 87

92 86 82
92 87 82

92 87 82
92 87 82

92 87 82
93 88 82



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年12月27日 ( )20

令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


